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書式第１２号（法第２８条関係）  

 

２０１７年 度  事 業 報 告 書 
 

２０１７年 ４月 １日から ２０１８年 ３月 ３１日まで 
 
 

 
 

特定非営利活動法人 礎の石孤児院  
  

  
１ 事業の成果 
 

① カンボジア、ザンビアにおける孤児院運営支援事業を行いました。 
② ブラジルにおける孤児院移転及び開設準備を行いました。 
③ 日本でのファミリーホーム開設準備を行いました。 
④ フィリピンの極貧の子どもの就学支援・援助、および、食料支援・援助を行いました。 
⑤ ザンビアのストリートチルドレンの支援（食料、生活用品の援助、自立支援）を行いました。 

 
  ２ 事業の実施に関する事項 
 

   

事業名 事 業 内 容 実 施 

日 時 

実 施 

場 所 

従事者 

の人数 

受益対象者 
の範囲及び 

人数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 
国内における
ファミリーホ
ーム(小規模
住居型児童養
育事業所）の
設立・運営及
び援助 
 

 
日本にファミリーホームを開
設するための準備 
現地視察。関係部署訪問 
ご支援者様との打ち合わせ 

 
2017年4月 
1日 
～ 
2018年3月 
31日 
 
 

 
鹿児島県 
奄美大島 
 
福岡県 
 
他 
 

  
２人 

  
 
 

289         

    合計 
 

289 
 

 
 
 
 
 
海外におけ
る孤児院の 
設立・ 
運営及び 
援助 

 
カンボジアの孤児院の 
運営・資金援助 

 
2017年4月 
1日 
～ 
2018年3月 
31日 

 
ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ 

   
７人 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ在住
の孤児で政府
又は親族の承
諾を受けた児
童約30人 

 
 

7,080 
 
 
 
 

17,590 
 
 
 

 

 
ザンビアの孤児院の運営・ 
資金援助 

 
2017年4月 
1日 
～ 
2018年3月 
31日 

 

ﾙｻｶ 
ｶｾﾝｶﾞ 

   
５人 

ｻﾞﾝﾋﾞｱ在住の
孤児で政府又
は親族の承諾
を受けた児童
約６人 

 

 

5,731 

 

 
ブラジル孤児院を設立・ 
運営するための準備 

2017年4月 
1日 
～ 
2018年3月 
31日  

 

ｸﾞﾗﾗﾍﾟｽ 

   
１人 

  
 

470 
 

    合計 
 

13,281 
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海外の極貧
の子どもに
対する生活
及び就学の
ための援助 
 

 
 

 
フィリピンの子どもの就学
支援、および、食料支援・
援助 

 
2017年4月 
1日 
～ 
2018年3月 
31日 

 
ﾀﾞﾊﾞｵ 
ｽﾓｰｷｰﾏｳﾝﾃﾝ 
ﾏﾊﾔﾊｲ 
ｽｱﾜﾝ 

   
３人 

 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝのﾀﾞﾊﾞ
ｵ・ｽﾓｰｷｰﾏｳﾝﾃ
ﾝ・ﾏﾊﾔﾊｲ・ｽｱ
ﾜﾝ地区の貧困
児童約50人 

  
 
 
 

2,654 
   

 

 
ザンビアの子どもの就学支
援、および、食料支援・援
助 
 

 
2017年4月 
1日 
～ 
2018年3月 
31日 
 

 

ﾙｻｶ 
ｶｾﾝｶﾞ 

   
２人 

 
ｻ ﾞ ﾝ ﾋ ﾞ ｱのﾙ ｻ
ｶ・ｶｾﾞﾝｶﾞ地
区の貧困児童
約４０人 

 
 

 1,189 

 

    合計 3,843 

 
 
 
 
 
孤児院の必
要性に対す
る普及・啓
蒙活動 

 
礎の石孤児院ボランティア
講演会実施 

2017年9月 
23日 
 
 
 
 
 

東京都桜丘中

学高等学校 

  3人 東京都桜丘中
学高等学校 
高校3年生 

約300人 

 
 
0 

  
礎の石孤児院ニュースレタ
ーの制作及び配布 

2017年4月 
1日～ 
2018年3月 
31日 
毎月１回 
  

法人事務局   7人 礎の石孤児院
ﾊﾟｰﾄﾅｰ会員及
び支援者に郵
送 
約400人 
 
 
 
 

 
1,159 

 

 

 

 

  ホームページを開設し、礎
の石孤児院の活動内容を紹
介する。また、孤児院の働
きについての意識の啓蒙を
図る。 

随時 法人事務局   2人 不特定多数  
437 

 

 

     合計 1,596 

 

 

 事業費総合計 
 

19,009 

 

 

 
 

 

 
 （２）その他の事業 

   

事業名 事  業  内  容 
実 施 
予 定 
日 時 

実 施 
予 定 
場 所 

従事者 
の予定 
人 数 

事業費の 

予定額 
（千円） 

 該当なし      

 

 

 


